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告 示 

 

三重県告示第 658 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定し

ました。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービス
の 種 類 

2470506060 
居宅介護支援事業所ポラリ

ス 
津市本町 32 番 44 号 一般社団法人レグルス 

令和 2 年 

10 月 1 日 
訪問介護 

2470703816 
ヘルパーステーションあゆ
む 

松阪市川井町 588-6 株式会社あゆむ 
令和 2 年 
10 月 1 日 

訪問介護 

2470802790 
ヘルパーステーション さ
さえ愛い 

伊勢市通町 210 番地
3 

合同会社けい 
令和 2 年 
10 月 1 日 

訪問介護 

2460190289 
訪問看護ステーションあや

め桑名 

桑名市大字桑部 589-

1 

株式会社ファーストナ

ース 

令和 2 年 

10 月 1 日 
訪問看護 

2460290477 
訪問看護ステーションあや

め四日市 

四日市市赤堀南町 2-
23 グレースマンショ
ン藤 305 

株式会社ファーストナ

ース 

令和 2 年 

10 月 1 日 
訪問看護 

2460590389 
訪問看護リハビリステーシ

ョン桜Ｔｓｕ 
津市柳山津興 630-3 

合同会社ＲＥＤ ＧＬ

ＯＶＥ 

令和 2 年 

10 月 1 日 
訪問看護 

2470205887 
デイサービスセンターいつ
き小古曽 

四日市市小古曽二丁
目 10 番 10 号 

株式会社樹 
令和 2 年 
10 月 1 日 

通所介護 

2470205895 ツクイ四日市下之宮 
四日市市下之宮町
292-1 

株式会社ツクイ 
令和 2 年 
10 月 1 日 

通所介護 

2470703824 ツクイ松阪船江 
松阪市船江町 508 番

地 9 
株式会社ツクイ 

令和 2 年 

10 月 1 日 
通所介護 

2470703832 ツクイ松阪ひかり 松阪市光町 868 番地 株式会社ツクイ 
令和 2 年 
10 月 1 日 

通所介護 

 

三重県告示第 659 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者

を指定しました。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービス
の 種 類 

2460190289 
訪問看護ステーションあや
め桑名 

桑名市大字桑部 589-
1 

株式会社ファーストナ
ース 

令和 2 年 
10 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

2460290477 
訪問看護ステーションあや
め四日市 

四日市市赤堀南町 2-

23 グレースマンショ
ン藤 305 

株式会社ファーストナ
ース 

令和 2 年 
10 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

2460590389 
訪問看護リハビリステーシ
ョン桜Ｔｓｕ 

津市柳山津興 630-3 
合同会社ＲＥＤ ＧＬ
ＯＶＥ 

令和 2 年 
10 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

 

三重県告示第 660 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 2 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録を

しましたので、同条第 6 項の規定により公示します。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

                              三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  登録年月日及び登録番号 
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令和 2 年 9 月 29 日 第 75 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

有限会社マイホープ 代表取締役 西口 鉄也 松阪市久保町 1855 番地 985 

3  地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 

国内産農産物（大豆） 

4  登録の区分 

品位等検査 

5  地域登録検査機関が農産物検査を行う区域 

三重県 

6  農産物検査を行う農産物検査員 

氏名 住所 農産物検査を行う農産物の種類 証明書番号 

西口 鉄也  大豆 Ｋ242019570 

 

三重県告示第 661 号 

就職氷河期世代の実態調査を次のとおり実施します。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査の目的 

就職氷河期世代の実態を把握し、より実効性のある施策の企画・推進の参考とすることを目的とする。 

2  調査の期間 

 令和 2 年 10 月 10 日（土）から同年 11 月 2 日（月）まで（24 日間） 

3  調査対象 

令和 2 年 6 月現在で三重県内市町の選挙人名簿に登載されている満 34 歳以上満 49 歳以下（令和 2 年 4 月 1

日時点）の県民 5,500 人 

4  調査の方法 

  郵送調査及びオンライン調査 

5  調査の主な内容 

(1) 仕事の状況について 

(2) 人との関わりについて 

(3) 支援に関する意見・要望 

(4) 属性 

 

三重県告示第 662 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 2 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2  

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日

から 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  松阪ショッピングセンター 

松阪市船江町 1392 番地の 3 

2  変更事項 
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大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1)  駐車場の収容台数及び位置 

    （変更前） 

駐車場 収容台数 位置 

駐車場 2,014 台 縦覧による 

合計 2,014 台  

   （変更後） 

駐車場 収容台数 位置 

駐車場 458 台 縦覧による 

合計 458 台  

(2)  駐輪場の収容台数及び位置 

（変更前） 

駐車場 収容台数 位置 

駐輪場 600 台 縦覧による 

合計 600 台  

   （変更後） 

駐車場 収容台数 位置 

駐輪場 75 台 縦覧による 

合計 75 台  

3  変更年月日 

令和 3 年 5 月 26 日 

4  変更理由 

  施設老朽化に伴う適正化 

5  届出の日 

  令和 2 年 9 月 25 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 2 年 10 月 9 日から令和 3 年 2 月 9 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 663 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により津市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

津駅ビル チャム 

津市羽所町官有地 

2  津市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 2 年 10 月 9 日から同年 11 月 9 日まで  

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 664 号 

令和2年10月9日 三　重　県　公　報 第　148　号

4



 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 2 年 10 月 9 日            

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

第 1 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   鈴鹿芸濃線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

鈴鹿市徳居町字久保 542 番 8 地先内 
旧 14.5～20.0 22.1 

旧新 13.1～18.2 22.1 

第 2 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   久居美杉線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

津市美杉町八知字井手谷 4016 番 12 地先内 
旧 12.2～34.7 53.7 

新 13.0～47.3 53.7 

第 3 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   長島港古里線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

北牟婁郡紀北町長島字大向井 2003 番 11 地先から 

北牟婁郡紀北町長島字田ノ谷 2001 番 4 地先まで 

旧 15.0～42.0 150.0 

新 12.6～26.0 150.0 

第 4 

1 道路の種類   一般国道 

2 路 線 名   169 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

熊野市神川町神上字福山瀬 1880 番 6 地先から 
熊野市神川町神上字土場 1871 番 5 地先まで 

旧 6.8～45.3 715.0 

旧新 9.2～41.0 548.1 

第 5 

1 道路の種類   一般国道 

2 路 線 名   309 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

熊野市神川町神上字土場 1871 番 5 地先から 
熊野市神川町神上字福山瀬 1880 番 6 地先まで 

旧 6.8～45.3 715.0 

旧新 9.2～41.0 548.1 

 

三重県告示第 665 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

一般国道 
25 号 

亀山市加太北在家字太岡寺 6638 番 6 地先内 令和 2 年 10 月 20 日 
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県道 
久居美杉線 

津市美杉町八知字井手谷 4016 番 12 地先内 令和 2 年 10 月 9 日 

一般国道 

42 号 

伊勢市二見町松下字梅木谷 1775 番 3 地先から 

伊勢市二見町松下字深浦大道付 1757 番 9 地先まで 
令和 2 年 10 月 13 日 

一般国道 
167 号 

伊勢市二見町松下字梅木谷 1775 番 3 地先から 
伊勢市二見町松下字深浦大道付 1757 番 9 地先まで 

令和 2 年 10 月 13 日 

県道 
鳥羽磯部線 

鳥羽市松尾町字ウサラギ 1371 番 3 地先から 
鳥羽市畔蛸町字大坂 127 番 122 地先まで 

令和 2 年 10 月 9 日 

県道 

鳥羽磯部線 

鳥羽市畔蛸町字大坂 127 番 117 地先から 

鳥羽市相差町字大坂 2120 番 267 地先まで 
令和 2 年 10 月 9 日 

 

三重県告示第 666 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 37 条第 1 項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しますの

で、同条第 3 項の規定により、次のとおり告示します。 

 なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  令和 2 年 10 月 9 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  道路の種類及び路線名 

道路の種類 路 線 名 占用を制限する区域 

主要地方道 久居美杉線 津市美杉町八知字井手谷 4016 番 12 地先内 

2  制限の対象とする占用物件 

新たに地上に設ける電柱（占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く｡） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することが

できないと認められる場合は、この限りでない。 

3  占用制限の理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止する。 

4  占用制限の開始日 

令和 2 年 10 月 9 日 

 

 

 

 

第 12 次鳥獣保護管理事業計画を次のとおり変更しましたので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 4 条第 5 項の規定により公表します。 

令和 2 年 10 月 9 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 「次」は省略し、三重県農林水産部獣害対策課及び各農林（水産）事務所に備え置いて縦覧に供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 告 
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